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(57)【要約】
【課題】老人、病人、要介護者等の対象者の心拍数、呼
吸数、体動等の生体情報に異常が生じている場合に、遠
隔地からでも状況を確認し、対応することが可能な生体
情報監視システム、送信装置、記録装置及びコンピュー
タプログラムを提供する。
【解決手段】検出部１０が検出した生体情報が、予め設
定されている判定条件を充足する場合に、端末装置６を
操作する医師等の操作者が、記録されている生体情報を
閲覧し、対象者が滞在又は居住する屋内に配設されたカ
メラ、マイク、モニタ、スピーカ、テレビ電話装置、対
象者用照明機器、音響装置、空調機器、室内用命機器、
スマートキー等の被制御装置２を遠隔制御可能とする。
【選択図】図１



(2) JP 2019-180761 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋内に配置される一又は複数の被制御装置と、
　前記被制御装置と同じ屋内に配置され、生体情報を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した生体情報を記録させるべく、生体情報を記録する記録装置へ送信
する送信装置と、
　前記被制御装置及び記録装置と通信可能な端末装置と
　を備え、
　前記検出部が検出した生体情報が、予め設定されている判定条件を充足する場合に、
　前記検出部に関する識別情報を前記端末装置へ送信する識別情報送信手段と、
　前記被制御装置に遠隔制御を許可させる制御許可手段と
　を備え、
　前記端末装置は、
　受信した識別情報に基づき前記記録装置に記録されている生体情報を閲覧する手段と、
　受信した識別情報に基づき前記被制御装置を遠隔制御する手段と
　を備える
　ことを特徴とする生体情報監視システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の生体情報監視システムであって、
　前記複数の被制御装置のうちの第１の被制御装置は、
　映像情報及び音声情報の少なくとも一方の情報を取得する取得手段を有する
　ことを特徴とする生体情報監視システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の生体情報監視システムであって、
　前記第１の被制御装置と異なる第２の被制御装置は、
　前記第１の被制御装置が備える取得手段による取得を支援する取得支援手段を有する
　ことを特徴とする生体情報監視システム。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の生体情報監視システムであって、
　前記被制御装置は、
　屋内環境を制御する環境制御手段を有する
　ことを特徴とする生体情報監視システム。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の生体情報監視システムであって、
　前記被制御装置は、
　屋内、又は屋内における前記検出部が配置された室内への進入を許可する進入許可手段
を有する
　ことを特徴とする生体情報監視システム。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の生体情報監視システムであって、
　前記送信装置は、
　前記検出部、識別情報送信手段及び制御許可手段を備える
　ことを特徴とする生体情報監視システム。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の生体情報監視システムであって、
　前記記録装置を備え、
　前記記録装置は、
　前記識別情報送信手段及び制御許可手段を備える
　ことを特徴とする生体情報監視システム。
【請求項８】
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　検出した生体情報を送信する送信装置であって、
　生体情報を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した生体情報を記録させるべく、記録用の装置へ送信する手段と、
　前記検出部が検出した生体情報が、予め設定されている判定条件を充足する場合に、
　前記検出部に関する識別情報を、被制御装置を制御する制御用の装置へ送信する手段と
、
　前記被制御装置に遠隔制御を許可させる手段と
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項９】
　生体情報及び生体情報に関する識別情報を対応付けて記録する記録装置であって、
　生体情報が予め設定されている判定条件を充足する場合に、
　判定条件を充足する生体情報に関する識別情報を、被制御装置を制御する制御用の装置
へ送信する手段と、
　前記被制御装置に遠隔制御を許可させる手段と
　を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　検出された生体情報が、予め設定されている判定条件を充足する場合に、
　前記生体情報に関する識別情報を、被制御装置を制御する制御用の装置へ送信させるス
テップと、
　前記被制御装置に、遠隔制御を許可させるステップと
　を実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報を検出し、検出した生体情報を監視する生体情報監視システム、そ
のような生体情報監視システムに用いられる送信装置及び記録装置、並びにそのような送
信装置及び記録装置を実現するためのコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　人物に対し、非装着かつ非拘束で、生体の個体差、体動による影響、外部環境からのノ
イズの影響を受けずに心拍数、呼吸数、体動数等の生体信号を検出する生体信号検出装置
が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。このような検出装置を用いることによ
り、例えば、病院等の施設において、入院患者の生体情報を詳細かつ正確に監視すること
が見込まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００６／１２０７５４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述のように、医師が常駐している病院等の施設では、生体信号に基づく容態の急変に
迅速に対応することが可能である。しかしながら、医師が常駐していない老人ホーム、介
護施設等の施設、その他一般家屋においては、検出装置で検出した生体信号が異常値を示
していても、必ずしも十分な対応ができるとは限らないという問題がある。
【０００５】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、例えば、老人、病人、要介護者等の
対象者から検出した生体情報に異常値が存在した場合に、例えば、医師等の操作者が端末
装置を操作することにより、迅速な対応が可能となる生体情報監視システムの提供を目的
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とする。
【０００６】
　また、本発明は、本発明に係る生体情報監視システムにて用いられる送信装置及び記録
装置の提供を他の目的とする。
【０００７】
　また、本発明は、本発明に係る送信装置及び記録装置を実現するためのコンピュータプ
ログラムの提供を更に他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本願記載の生体情報監視システムは、屋内に配置される一
又は複数の被制御装置と、前記被制御装置と同じ屋内に配置され、生体情報を検出する検
出部と、前記検出部が検出した生体情報を記録させるべく、生体情報を記録する記録装置
へ送信する送信装置と、前記被制御装置及び記録装置と通信可能な端末装置とを備え、前
記検出部が検出した生体情報が、予め設定されている判定条件を充足する場合に、前記検
出部に関する識別情報を前記端末装置へ送信する識別情報送信手段と、前記被制御装置に
遠隔制御を許可させる制御許可手段とを備え、前記端末装置は、受信した識別情報に基づ
き前記記録装置に記録されている生体情報を閲覧する手段と、受信した識別情報に基づき
前記被制御装置を遠隔制御する手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本願記載の生体情報監視システムにおいて、前記複数の被制御装置のうちの第１
の被制御装置は、映像情報及び音声情報の少なくとも一方の情報を取得する取得手段を有
することを特徴とする。
【００１０】
　また、本願記載の生体情報監視システムにおいて、前記第１の被制御装置と異なる第２
の被制御装置は、前記第１の被制御装置が備える取得手段による取得を支援する取得支援
手段を有することを特徴とする。
【００１１】
　また、本願記載の生体情報監視システムにおいて、前記被制御装置は、屋内環境を制御
する環境制御手段を有することを特徴とする。
【００１２】
　また、本願記載の生体情報監視システムにおいて、前記被制御装置は、屋内、又は屋内
における前記検出部が配置された室内への進入を許可する進入許可手段を有することを特
徴とする。
【００１３】
　また、本願記載の生体情報監視システムにおいて、前記送信装置は、前記検出部、識別
情報送信手段及び制御許可手段を備えることを特徴とする。
【００１４】
　また、本願記載の生体情報監視システムにおいて、前記記録装置を備え、前記記録装置
は、前記識別情報送信手段及び制御許可手段を備えることを特徴とする。
【００１５】
　更に、本願記載の送信装置は、検出した生体情報を送信する送信装置であって、生体情
報を検出する検出部と、前記検出部が検出した生体情報を記録させるべく、記録用の装置
へ送信する手段と、前記検出部が検出した生体情報が、予め設定されている判定条件を充
足する場合に、前記検出部に関する識別情報を、被制御装置を制御する制御用の装置へ送
信する手段と、前記被制御装置に遠隔制御を許可させる手段とを備えることを特徴とする
。
【００１６】
　更に、本願記載の記録装置は、生体情報及び生体情報に関する識別情報を対応付けて記
録する記録装置であって、生体情報が予め設定されている判定条件を充足する場合に、判
定条件を充足する生体情報に関する識別情報を、被制御装置を制御する制御用の装置へ送
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信する手段と、前記被制御装置に遠隔制御を許可させる手段とを備えることを特徴とする
。
【００１７】
　更に、本願記載のコンピュータプログラムは、コンピュータに、検出された生体情報が
、予め設定されている判定条件を充足する場合に、前記生体情報に関する識別情報を、被
制御装置を制御する制御用の装置へ送信させるステップと、前記被制御装置に、遠隔制御
を許可させるステップとを実行させることを特徴とする。
【００１８】
　したがって、本願記載の生体情報監視システム、送信装置、記録装置及びコンピュータ
プログラムは、検出部が検出した生体情報が、異常の発生の可能性を示唆する所定の条件
を充足した場合に、被制御装置を端末装置にて遠隔制御させることが可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る生体情報監視システム等は、検出部が検出した生体情報が予め設定されて
いる判定条件を充足する場合に、被制御装置の遠隔制御を許可し、例えば、生体情報を監
視する医師等の操作者（監視者）が操作する端末装置による被制御装置の遠隔制御を可能
とする。これにより、対象者の異常発生の可能性に対し、迅速に対応することが可能とな
る等、優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本願記載の生体情報監視システムの構成例を模式的に示す概略図である。
【図２】本願記載の生体情報監視システムが備える各種装置のうち主として送信装置、被
制御装置、管理装置及び通信装置の構成を概略的に示す概略ブロック図である。
【図３】本願記載の生体情報監視システムが備える各種装置のうち主として記録装置及び
端末装置の構成を概略的に示す概略ブロック図である。
【図４】本願記載の生体情報監視システムが備える送信装置の異常対応処理、並びに送信
装置の異常対応処理に関連する記録装置及び管理装置の処理の一例を示すフローチャート
である。
【図５】本願記載の生体情報監視システムが備える端末装置の遠隔制御処理の一例を示す
フローチャートである。
【図６】本願記載の生体情報監視システムが備える各種装置のうち主として記録装置及び
端末装置の構成を概略的に示す概略ブロック図である。
【図７】本願記載の生体情報監視システムが備える記録装置の異常対応処理、及び記録装
置の異常対応処理に関連する管理装置の処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態
は、本発明を具現化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のものではな
い。
【００２２】
　＜第１実施形態＞
　本願に記載の生体情報監視システムは、様々な形態として構成することが可能である。
ここでは、本願記載の生体情報監視システムを適用した構成例の一部を、第１実施形態及
び第２実施形態として説明する。先ず、第１実施形態について説明する。
【００２３】
　　＜生体情報監視システムの全体構成＞
　図１は、本願記載の生体情報監視システムの構成例を模式的に示す概略図である。本願
記載の生体情報監視システムは、一般家屋（自宅、親族宅等）、老人ホーム、高齢者向け
住宅、介護施設等の建造物の屋内において、老人、病人、要介護者等の対象者の心拍数、
呼吸数、体動等の生体情報、更には対象者が居住又は滞在する屋内の環境に関する環境情
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報を監視するシステムである。
【００２４】
　建造物の屋内には、対象者の生体情報を検出する検出部１０を備えた送信装置１が配設
されており、送信装置１は、検出部１０が検出した対象者の生体情報を外部へ送信するこ
とができる。また、送信装置１が配設されている屋内には、複数の被制御装置２が配設さ
れている。なお、送信装置１と被制御装置２とは、同一の屋内に配設されているが、ここ
でいう同一の屋内とは同一の敷地内、同一の居住空間内、同一の管理建造物程度の意味で
ある。即ち、母屋及び離れ、本館及び別館のように、それぞれ異なる建造物として立地し
ていたとしても、統合して管理されている様な状態であれば、同一の建造物の屋内となる
。また、当然、同一の屋内のそれぞれ異なる室内であっても、同一の屋内となる。本願に
おいて、被制御装置２とは、屋外からの遠隔操作により制御の対象となる装置の総称であ
り、様々な種類の被制御装置２が屋内に配設されている。例えば、映像を取得するカメラ
、音声を取得するマイク、映像を出力するモニタ、音声を出力するスピーカ、これら全て
を備えるテレビ電話装置等の装置が通信系の被制御装置２となる。また、例えば、映像の
取得を支援するために調光する対象者用照明機器、音声の取得を支援するために音量を下
げられる音響装置等の装置が通信支援系の被制御装置２となる。また、例えば、室内の温
度及び湿度を調整する空調機器、室内用照明機器等の装置が屋内環境制御系の被制御装置
２となる。更に、例えば、外部から屋内又は室内への進入を許可する錠前、特に遠隔操作
可能なスマートキー等の装置が屋内・室内進入許可系の被制御装置２となる。また、被制
御装置２は、サーバコンピュータ等のコンピュータを用いた管理装置３に接続されており
、送信装置１及び管理装置３は、ルータ等の通信装置４を介してインターネット、ＷＡＮ
（Wide Area Network ）、ＶＰＮ（Virtual Private Network ）等の外部通信網ＮＷに接
続されている。
【００２５】
　外部通信網ＮＷには、サーバコンピュータ等のコンピュータを用いた記録装置５が接続
されている。記録装置５は、送信装置１から通信装置４を介して送信される生体情報等の
各種情報を記録する。
【００２６】
　また、外部通信網ＮＷには、デスクトップ型コンピュータ、ノート型コンピュータ、タ
ブレット型コンピュータ、高機能型携帯電話（所謂スマートフォン）等のコンピュータを
用いた端末装置６が接続されている。端末装置６は、医師、看護師、介護士、対象者の親
族等の操作者により操作され、外部通信網ＮＷを介して記録装置５にアクセスし、また、
被制御装置２を遠隔制御することが可能である。
【００２７】
　このような装置を用いて構成される本願記載の生体情報監視システムは、対象者の生体
情報、更には環境情報を監視し、自宅、地域の施設等の屋内に居住又は滞在する対象者の
状態を、離れた親族、医師等の操作者が確認できる遠隔見守りシステム等のシステムとし
て適用される。
【００２８】
　　＜各種装置のハードウェア構成＞
　次に、本願記載の生体情報監視システムにて用いられる各種装置のハードウェア構成に
ついて説明する。図２は、本願記載の生体情報監視システムが備える各種装置のうち主と
して送信装置１、被制御装置２、管理装置３及び通信装置４の構成を概略的に示す概略ブ
ロック図である。
【００２９】
　送信装置１は、例えば、マイクロコンピュータ（マイコン）、パーソナルコンピュータ
等のコンピュータであり、前述の検出部１０と接続し、制御部１１、記録部１２、通信部
１３等の構成を備えている。検出部１０としては、例えば、対象者のベッドの敷布の下に
布設される国際公開第２００６／１２０７５４号公報に記載された生体信号検出装置が用
いられるが、当該生体信号検出装置に限るものではない。検出部１０は、様々なセンサを



(7) JP 2019-180761 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

有しており、対象者の心拍数、呼吸数、体動数等の数値化された生体情報を検出する。ま
た、生体情報の他、温度、湿度等の数値化された環境情報を検出するようにしてもよい。
図２では、一つの検出部１０のみを記載しているが、検出する項目及び位置毎に複数の検
出部１０を備えるようにしてもよい。また、老人ホームのように同一屋内に複数の対象者
が居住する場合、対象者毎に配置された複数の検出部１０を一台の送信装置１で管理する
ようにしてもよい。即ち、検出部１０と送信装置１とは、一体の装置として構成されてい
ても、検出部１０に送信装置１を接続した異なる装置として構成されていても良い。
【００３０】
　制御部１１は、情報処理回路、計時回路、レジスタ回路等の各種回路を備え、装置内の
各部を制御する処理を実行するＣＰＵ等のプロセッサである。
【００３１】
　記録部１２は、半導体メモリ等の記録素子を用いて形成される揮発性メモリ、不揮発性
メモリ等の回路であり、各種プログラム、データ等の情報の記録に用いられる。記録部１
２の記録領域には、送信装置用プログラム１２ａ等の様々なコンピュータプログラムが記
録されている。また、記録部１２の記録領域の一部は、各種情報を記録する対象者データ
ベース１２ｂ、生体情報データベース１２ｃ、制御用データベース１２ｄ等の各種データ
ベースとして用いられている。
【００３２】
　対象者データベース１２ｂには、対象者を識別する対象者識別情報（対象者ＩＤ）に対
応付けて、氏名、フリガナ、性別、生年月日、血液型、住所、居住施設、部屋番号、病歴
、閾値、判定条件等の対象者の個人に関する情報が記録されている。対象者識別情報は、
検出部１０毎に付与されるため、検出部１０及び検出部１０が検出した生体情報に関する
識別情報となる。閾値とは、検出部１０が検出する生体情報、環境情報等の数値化された
情報に対する上下限値等の予め設定されている値であり、判定条件とは、閾値等の基準に
基づいて異常発生の有無を判定するための条件である。例えば、対象者の生体情報の一つ
である心拍数に対して、上限値及び下限値が閾値として設定されており、閾値を超えると
いう判定条件を満足する場合、即ち、上限値を上まわるか、下限値を下まわる場合、対象
者に異常が生じている虞があると判定する。なお、単に、上限値を上まわるか、下限値を
下まわるかのみを判定条件とするのではなく、閾値を超える状態が何分以上継続している
、過去一定時間内に閾値を超える状態が何度生じた等、詳細な判定基準を設定することも
可能である。更には、上限値を複数段階設定し、それぞれに緊急性を考慮して判定条件を
設定する等、適宜設定することも可能である。また、呼吸数及び心拍数が共に所定値以上
等、複数の生体情報を組み合わせてよく、体温及び室温が所定値以上等、生体情報及び環
境情報を組み合わせてもよい。また、生体情報として検出した体動からは、離床時刻、離
床時間帯、離床継続時間等の挙動をも推測することができるので、睡眠、外出等の対象者
の行動、更には室内の環境情報と組み合わせて、ベッドからの落下、徘徊等の行動をも推
測する判定条件を設定することができる。そして、複数の判定条件を設定する場合、設定
する条件毎に後述する情報の閲覧及び遠隔制御を可能とする端末装置６を決定するように
してもよい。即ち、状況に応じて通報先を医師又は親族と切り替えることも可能である。
【００３３】
　生体情報データベース１２ｃには、対象者識別情報及び検出時刻に対応付けて、検出部
１０が検出した生体情報、環境情報等の各種情報が記録される。なお、生体情報データベ
ース１２ｃに記録された各種情報は、後述する処理により記録装置５にも記録されるため
、ＦＩＦＯ（First In First Out）方式等の方法に従い適宜削除するように設定すること
も可能である。
【００３４】
　制御用データベース１２ｄには、送信装置用プログラム１２ａ等の各種プログラムの実
行に伴い用いられる命令（コマンド）、特定情報等の各種情報が記録される。具体的には
、制御用データベース１２ｄには、送信装置１にて実行される命令、他の装置を制御すべ
く他の装置へ送信される命令等の命令が記録されている。また、制御用データベース１２
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ｄには、各種情報及び命令の送信先となる記録装置５、端末装置６、管理装置３、被制御
装置２等の装置の内部通信網又は外部通信網ＮＷ上の位置及び装置を特定するＩＰアドレ
ス、ＭＡＣアドレス等の通報先情報が記録されている。
【００３５】
　通信部１３は、ＬＡＮポート及び制御回路並びに各種ソフトウェアにて構成される回路
であり、ＬＡＮケーブルを接続し、通信装置４及び通信装置４を介した他の装置との通信
を実現する。なお、ＩＥＥＥ８０２．１１等の通信規格に基づく無線通信にて通信装置４
と接続する回路を通信部１３として備えるようにしてもよい。
【００３６】
　通信装置４は、ルータ、ブリッジ、ブルータ、スイッチ等の通信用の装置である。通信
装置４は、送信装置１、管理装置３等の複数の装置と有線通信又は無線通信にて屋内でＬ
ＡＮ（Local Area Network）等の内部通信網を設定する。また、通信装置４は、内部通信
網と外部通信網ＮＷとを接続して、アドレス管理、通信経路設定、情報中継、ファイアウ
ォール等の各種処理及び機能を実行する。
【００３７】
　管理装置３は、サーバコンピュータ等のコンピュータであり、制御部３０、記録部３１
、通信部３２等の構成を備えている。制御部３０は、装置全体を制御するＣＰＵ等のプロ
セッサである。
【００３８】
　記録部３１は、ハードディスク、ＲＡＩＤ等の不揮発性メモリ、半導体メモリ等の揮発
性又は不揮発性メモリを用いて構成される。記録部３１には、各種プログラム、データ等
の情報が記録されており、被制御装置２を制御するための被制御装置識別情報、各種命令
、その他必要な情報を記録するデータベースとしての領域も確保されている。
【００３９】
　通信部３２は、ＬＡＮポート及び制御回路並びに各種ソフトウェアにて構成される回路
であり、通信装置４が設定した内部通信網に接続し、通信装置４及び被制御装置２と通信
することが可能である。
【００４０】
　被制御装置２は、前述のように、遠隔操作が可能なカメラ、マイク、モニタ、スピーカ
、テレビ電話装置、対象者用照明機器、音響装置、空調機器、室内用照明機器、スマート
キー等の装置である。被制御装置２は、制御部２０、被制御部２１、通信部２２等の各種
構成を備えている。
【００４１】
　被制御装置２は、通信部２２を介して各種命令及び情報の送受信を行い、制御部２０の
制御により、被制御部２１が稼働する。被制御装置２が、映像を取得するカメラ、音声を
取得するマイク、映像を出力するモニタ、音声を取得するスピーカ等の通信系の装置であ
る場合、被制御部２１は、それぞれ映像取得手段、音声取得手段、映像出力手段、又は音
声出力手段として機能する。被制御装置２が、映像の取得を支援する対象者用照明装置、
音声の取得を支援する音響装置等の通信支援系の装置である場合、被制御部２１は、それ
ぞれ対象者に照射する照明を調整する映像取得支援手段又は音量を下げる音声取得支援手
段として機能する。被制御装置２が、空調機器、室内用照明機器等の屋内環境制御系の装
置である場合、被制御部２１は、環境制御手段として機能する。被制御装置２が、スマー
トキー等の屋内・室内進入許可系の装置である場合、被制御部２１は、進入許可手段とし
て機能する。
【００４２】
　図３は、本願記載の生体情報監視システムが備える各種装置のうち主として記録装置５
及び端末装置６の構成を概略的に示す概略ブロック図である。
【００４３】
　記録装置５は、サーバコンピュータ等のコンピュータを用いて構成され、制御部５０、
記録部５１、通信部５２等の構成を備えている。記録部５１の記録領域には、記録装置用



(9) JP 2019-180761 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

プログラム５１ａ等の様々なコンピュータプログラムが記録されている。また、記録部５
１の記録領域の一部は、各種情報を記録する対象者データベース５１ｂ、生体情報データ
ベース５１ｃ、閲覧用データベース５１ｄ等の各種データベースとして用いられている。
そして、コンピュータは、記録部５１に記録された記録装置用プログラム５１ａを制御部
５０の制御にて実行することにより、通信部５２により外部通信網ＮＷを介して他の装置
と通信する本願記載の記録装置５として機能する。
【００４４】
　記録装置５が備える対象者データベース５１ｂ及び生体情報データベース５１ｃに記録
されている項目の内容は、送信装置１が備える対象者データベース１２ｂ及び生体情報デ
ータベース１２ｃに記録されている項目の内容と実質的に同様である。但し、記録装置５
が備える対象者データベース５１ｂ及び生体情報データベース５１ｃの記録内容は、送信
装置１が備える対象者データベース１２ｂ及び生体情報データベース１２ｃと比べ、多数
の対象者それぞれについて、数多くの情報が記録されている。記録装置５に記録される各
種データベースには、必要に応じて、老人ホーム等の施設毎の識別情報、立地場所等の外
部からの管理に必要な追加情報が付与される。
【００４５】
　閲覧用データベース５１ｄには、端末装置６又は端末装置６を操作する操作者を識別す
る端末装置識別情報（端末装置ＩＤ）に対応付けて、閲覧のためのパスワード、閲覧の対
象となる対象者の対象者識別情報、対象者に関する各種情報、各種情報を閲覧形式に配置
した帳票を示す閲覧情報等の各種情報が記録されている。
【００４６】
　端末装置６は、デスクトップ型コンピュータ、ノート型コンピュータ、タブレット型コ
ンピュータ、高機能型携帯電話等のコンピュータを用いて構成され、制御部６０、記録部
６１、操作部６２、映像取得部６３、音声取得部６４、映像出力部６５、音声出力部６６
、通信部６７等の各種構成を備えている。記録部６１の記録領域には、端末装置用プログ
ラム６１ａ等の様々なコンピュータプログラムが記録されている。そして、コンピュータ
は、記録部６１に記録された端末装置用プログラム６１ａを制御部６０の制御にて実行す
ることにより、通信部６７にて外部通信網ＮＷを介して他の装置と通信する本願記載の端
末装置６として機能する。
【００４７】
　操作部６２は、マウス、キーボード、液晶タッチパネル等の操作者の入力を受け付ける
各種ハードウェア及びソフトウェアにて構成される。映像取得部６３は、カメラ等の映像
を取得する各種ハードウェア及びソフトウェアにて構成される。音声取得部６４は、マイ
ク等の音声を取得する各種ハードウェア及びソフトウェアにて構成される。映像出力部６
５は、液晶モニタ、液晶タッチパネル等の映像を表示する各種ハードウェア及びソフトウ
ェアにて構成される。音声出力部６６は、スピーカ等の音声を出力する各種ハードウェア
及びソフトウェアにて構成される。
【００４８】
　以上のようにして本願記載の生体情報監視システムが構成される。
【００４９】
　　＜各種装置の処理＞
　次に、本願記載の生体情報監視システムにおける各種装置の処理について説明する。図
４は、本願記載の生体情報監視システムが備える送信装置１の異常対応処理、並びに送信
装置１の異常対応処理に関連する記録装置５及び管理装置３の処理の一例を示すフローチ
ャートである。
【００５０】
　送信装置１は、送信装置用プログラム１２ａを実行する制御部１１の制御により、検出
部１０から対象者識別情報、生体情報、環境情報等の各種情報を所定の周期で取得する（
Ｓ１０１）。情報を取得した制御部１１は、取得した各種情報を記録部１２に記録すると
共に、これらの識別情報、生体情報、環境情報等の各種情報を通信部１３から通信装置４
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を介して外部通信網ＮＷ上の記録装置５へ送信する（Ｓ１０２）。ステップＳ１０２にお
いて、記録部１２への各種情報の送信は、制御用データベース１２ｄに記録されている記
録装置５のＩＰアドレス等の各種情報に基づいて送信される。また、送信装置１は、検出
部１０から各種情報を取得する都度、記録装置５へ送信するのではなく、一定期間記録し
続けた各種情報を纏めて、又は集計した上で送信するようにしてもよい。
【００５１】
　送信装置１の制御部１１は、対象者データベース１２ｂから各情報に関する閾値等の判
定条件を読み取り（Ｓ１０３）、検出部１０から取得した生体情報等の情報が、所定の判
定条件を満足するか否かを判定する（Ｓ１０４）。ステップＳ１０４では、前述のように
、予め設定されている所定の条件に基づいて、対象者に通報が必要な程度の異常が発生し
ているか否かを判定する。即ち、異常が発生している虞がある場合、所定の判定条件を満
足すると判定する。
【００５２】
　ステップＳ１０４において、対象者に異常が発生し所定の判定条件を満足すると判定し
た場合（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、制御部１１は、判定結果に応じた命令及び通報先情報を制
御用データベース１２ｄから読み取る（Ｓ１０５）。ステップＳ１０５では、判定結果に
基づいて送信装置１が実行する命令の他、他の装置に実行させる命令が通報先情報と共に
読み取られる。送信装置１が実行する命令とは、他の装置への命令及び各種情報の送信等
の命令であり、命令に基づいて以降の処理が実施される。他の装置に実行させる命令とは
、例えば、管理装置３に対し、被制御装置２の起動及び遠隔制御の許可等の処理を実行さ
せる命令である。通報先情報とは、管理装置３を特定する通報先情報、端末装置６を特定
する通報先情報等の情報である。
【００５３】
　なお、ステップＳ１０４において、所定の判定条件を満足しないと判定した場合（Ｓ１
０４：ＮＯ）、制御部１１は、ステップＳ１０１へ戻り、以降の処理を繰り返す。
【００５４】
　ステップＳ１０５において命令及び通報先情報を読み取った制御部１１は、読み取った
命令及び情報に基づいて、被制御装置２の起動及び遠隔制御を許可させる命令を、通報先
情報に基づいて管理装置３へ通信部１３から通信装置４を介して送信する（Ｓ１０６）。
【００５５】
　更に、制御部１１は、読み取った命令及び情報に基づいて、対象者識別情報及び異常通
報情報を端末装置６へ通信部１３から通信装置４を介して送信する（Ｓ１０７）。
【００５６】
　そして、ステップＳ１０１へ戻り、以降の処理を繰り返す。但し、ステップＳ１０１以
降の処理の繰り返しに際し、ステップＳ１０４の判定処理においては、同様の判定条件に
基づく判定を一定時間抑止するようにして、同じ内容の通報を短時間で繰り返すことを防
止することが望ましい。
【００５７】
　記録装置５は、記録装置用プログラム５１ａを実行する制御部５０の制御により、ステ
ップＳ１０２にて送信装置１から送信される対象者識別情報、及び生体情報、環境情報等
の各種情報を通信部５２にて受信し（Ｓ２０１）、受信した対象者識別情報に対応付けて
、生体情報、環境情報等の各種情報を生体情報データベース５１ｃに記録する（Ｓ２０２
）。ステップＳ２０１～Ｓ２０２の処理は、送信装置１から情報を受信する都度、実行さ
れる。
【００５８】
　管理装置３は、制御部３０の制御により、ステップＳ１０６にて送信装置１から送信さ
れる被制御装置２の起動及び制御許可命令を通信部３２にて受信し（Ｓ３０１）、受信し
た命令に基づいて被制御装置２を起動し、命令待ち状態に制御する（Ｓ３０２）。ステッ
プＳ３０２では、被制御装置２を起動するが、必ずしも接続されている全ての被制御装置
２を起動するのではなく、発生している異常に応じた被制御装置２のみを起動するように
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してもよい。なお、起動する被制御装置２の選定は、送信装置１にて管理してもよく、管
理装置３側で管理してもよい。また、命令待ち状態とは、端末装置６等の外部の装置のロ
グインの受付を許可し、ログインした装置からの動作命令を受付可能とするスタンバイ状
態を示す。
【００５９】
　以上のようにして、送信装置１の異常対応処理、並びに送信装置１の異常対応処理に関
連する記録装置５及び管理装置３の処理が実行される。
【００６０】
　図５は、本願記載の生体情報監視システムが備える端末装置６の遠隔制御処理の一例を
示すフローチャートである。端末装置６は、記録部６１に記録された端末装置用プログラ
ム６１ａを実行する制御部６０の制御により、図４を用いて説明した異常対応処理におけ
るステップＳ１０７にて送信装置１から送信される対象者識別情報及び異常通報情報を通
信部６７にて受信し（Ｓ４０１）、異常通報情報を映像出力部６５及び／又は音声出力部
６６から出力する（Ｓ４０２）。ステップＳ４０１では、電子メール、メッセージソフト
、ＳＮＳ（Social Networking Service ）用ソフト等の通信用ソフトウェアを用いて端末
装置６の操作者に対して迅速に通知可能な通信方法が用いられる。また、ステップＳ４０
２では、文字等の映像の表示、音声、ブザー等の音の出力等の出力方法により対象者に異
常が発生していることを通知する異常通報情報が出力される。端末装置６の操作者は、映
像及び／又は音声による異常通報情報の出力により、対象者に異常が発生していることを
認識することができ、そして、操作者は、端末装置６を操作して、受信した対象者識別情
報を確認することができ、対象者識別情報に基づいて記録装置５へアクセスすることがで
きる。
【００６１】
　操作部６２から操作者の操作を受け付けた端末装置６の制御部６０は、記録装置５にア
クセスし、対象者識別情報に基づいて、記録装置５に記録されている生体情報、環境情報
、更には対象者の個人に関する病歴等の情報を取得して、映像出力部６５から出力する閲
覧処理を実行する（Ｓ４０３）。ステップＳ４０３では、例えば、操作者は、端末装置６
を操作して、記録装置５にログインし、対象者識別情報を入力することにより、当該対象
者識別情報に対応付けられた生体情報及び環境情報を閲覧することができる。なお、記録
装置５へのログインに際し、予めログインのためのＩＤ及びパスワード等の認証情報が必
要となるが、これらの認証情報は、予め操作者に通知していてもよく、また対象者識別情
報と共に送信装置１から通知してもよい。即ち適宜運用することが可能である。また、ス
テップＳ４０３において、生体情報等の情報は、経時変化を示すグラフ、経時的に示した
リスト、統計値、その他所定の帳票形式で閲覧することができる。記録装置５は、閲覧に
関するこれらの様々な情報を、閲覧用データベース５１ｄに記録している。
【００６２】
　そして、対象者に関する生体情報等の様々な情報を閲覧した操作者は、端末装置６を操
作し、被制御装置２を制御することができる。操作部６２から操作者の操作を受け付けた
端末装置６の制御部６０は、管理装置３を介して被制御装置２にアクセスし、被制御装置
２を遠隔制御する（Ｓ４０４）。ステップＳ４０４において、端末装置６から被制御装置
２へのアクセスの前提として、管理装置３による認証処理が実行される。管理装置３は、
端末装置６からのアクセスに対し、対象者識別情報、端末装置識別情報、パスワード等の
認証情報の入力を要求する。端末装置６から送信される認証情報に基づいて管理装置３が
認証処理を行い、認証が成功した場合、端末装置６から被制御装置２にアクセスし、遠隔
制御が可能となる。ステップＳ４０４の被制御装置２の遠隔制御は、例えば、カメラ、マ
イク、モニタ、スピーカ、これら全てを備えるテレビ電話装置等の通信系の被制御装置２
の遠隔制御が挙げられる。通信系の被制御装置２を遠隔制御することにより、対象者と映
像及び音声通信を行うことができ、操作者が医師の場合には、外部通信網ＮＷを介した問
診が可能となる。また、通信系の被制御装置２の遠隔制御に際し、通信支援系の被制御装
置２を制御して、対象者の顔を照射する照明を調整して顔色の確認等の作業を行うことが
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可能となる。更に、対象者の生体情報及び環境情報に基づいて、空調機器等の屋内環境制
御系の被制御装置２を遠隔制御することができる。特に、対象者に対して緊急的な措置が
必要な場合には、スマートキー等の屋内・室内進入許可系の被制御装置２を遠隔制御して
、屋内及び室内の鍵を解錠して進入可能な状態とし、対象者のもとへ駆けつけることが可
能となる。この場合、駆けつけるのは、端末装置６を操作する医師等の操作者ではなく、
操作者から連絡を受けた近隣の救急隊員、警察官、民間警備員、更には近所の住人であっ
てもよい。即ち、高齢者等の対象者が、かかりつけ医師等の操作者から離れた地域に在住
していたとしても、地域の綱がりに基づく対応を行うことが可能となる。なお、遠隔制御
を許可後の被制御装置２に対する端末装置６での遠隔制御においては、既存の様々な遠隔
制御の方法、規格及び技術を適用することが可能である。
【００６３】
　以上のようにして、記録装置５の遠隔制御処理が実行される。なお、上述した遠隔制御
処理では、ステップＳ４０３の閲覧処理の後、ステップＳ４０４の遠隔制御を実施する形
態を例示したが、遠隔制御中であっても、閲覧処理を実施することができる等、その順序
は、例示したフローチャートに限定されるものではない。
【００６４】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態は、第１実施形態において、送信装置１が実行した判定条件に基づく判定
、被制御装置２の制御許可等の処理を記録装置５が実行する形態である。以降の説明にお
いて、第１実施形態と同様の構成については、第１実施形態と同様の符号を付し、第１実
施形態を参照するものとし、適宜説明を省略する。
【００６５】
　　＜生体情報監視システムの全体構成＞
　第２実施形態における生体情報監視システムの構成例は、第１実施形態と同様であるの
で、第１実施形態を参照するものとし、説明を省略する。
【００６６】
　　＜各種装置のハードウェア構成＞
　次に、本願記載の生体情報監視システムにて用いられる各種装置のハードウェア構成に
ついて説明する。送信装置１、被制御装置２、管理装置３及び通信装置４の構成は、第１
実施形態と同様である。但し、送信装置１は、検出部１０から取得した生体情報等の情報
を記録装置５へ送信する機能を有していればよいので、対象者データベース１２ｂ、生体
情報データベース１２ｃ、制御用データベース１２ｄ等のデータベースは、削除、簡略化
、又は容量縮小をすることが可能である。また、送信装置用プログラム１２ａは、取得し
た生体情報を記録装置５へ送信する程度の処理を実行可能であれば、判定条件に基づく判
定、被制御装置２の制御許可等の処理を実行するモジュールは不要となる。
【００６７】
　図６は、本願記載の生体情報監視システムが備える各種装置のうち主として記録装置５
及び端末装置６の構成を概略的に示す概略ブロック図である。
【００６８】
　記録装置５は、制御部５０、記録部５１、通信部５２等の構成を備えている。記録部５
１の記録領域には、記録装置用プログラム５１ａ等の様々なコンピュータプログラムが記
録されている。なお、記録装置用プログラム５１ａとしては、判定条件に基づく判定、被
制御装置２の制御許可等の各種処理を実行するため、第１実施形態より多くの処理を実行
するモジュールが含まれる。また、記録部５１の記録領域の一部は、各種情報を記録する
対象者データベース５１ｂ、生体情報データベース５１ｃ、閲覧用データベース５１ｄ、
制御用データベース５１ｅ等の各種データベースとして用いられている。第２実施形態に
例示する記録装置５は、判定条件に基づく判定、被制御装置２の制御許可等の各種処理を
実行するため、制御用データベース５１ｅを備えている。
【００６９】
　制御用データベース５１ｅには、記録装置用プログラム５１ａ等の各種プログラムの実
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行に伴い用いられる命令、特定情報等の各種情報が記録される。具体的には、制御用デー
タベース５１ｅには、記録装置５にて実行される命令、他の装置を制御すべく他の装置へ
送信される命令等の命令が記録されている。また、制御用データベース５１ｅには、各種
情報及び命令の送信先となる端末装置６、管理装置３、被制御装置２等の装置の内部通信
網又は外部通信網ＮＷ上の位置及び装置を特定するＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス等の通
報先情報が記録されている。なお、記録装置５の制御用データベース５１ｅには、対象者
識別情報に対応付けて各種命令及び情報が記録されており、複数の対象者のそれぞれに対
する条件が設定できるように構成されている。
【００７０】
　その他の構成は、第１実施形態と同様である。
【００７１】
　端末装置６の構成は、第１実施形態と同様である。
【００７２】
　　＜各種装置の処理＞
　次に、本願記載の生体情報監視システムにおける各種装置の処理について説明する。図
７は、本願記載の生体情報監視システムが備える記録装置５の異常対応処理、及び記録装
置５の異常対応処理に関連する管理装置３の処理の一例を示すフローチャートである。
【００７３】
　記録装置５は、記録装置用プログラム５１ａを実行する制御部５０の制御により、検出
部１０を備える送信装置１から送信される対象者識別情報、生体情報、環境情報等の各種
情報を、通信部５２が受信することにより取得する（Ｓ５０１）。情報を取得した制御部
５０は、取得した対象者識別情報に対応付けて、生体情報、環境情報等の各種情報を生体
情報データベース５１ｃに記録する（Ｓ５０２）。
【００７４】
　記録装置５の制御部５０は、対象者データベース５１ｂから各情報に関する閾値等の判
定条件を読み取り（Ｓ５０３）、通信部５２にて取得した生体情報等の情報が、所定の判
定条件を満足するか否かを判定する（Ｓ５０４）。
【００７５】
　ステップＳ５０４において、所定の判定条件を満足すると判定した場合（Ｓ５０４：Ｙ
ＥＳ）、制御部５０は、判定結果に応じた命令及び通報先情報を制御用データベース５１
ｅから読み取る（Ｓ５０５）。
【００７６】
　なお、ステップＳ５０４において、所定の判定条件を満足しないと判定した場合（Ｓ５
０４：ＮＯ）、制御部５０は、ステップＳ５０１へ戻り、送信装置１から送信される各種
情報の取得待ちの状態となり、以降の処理を繰り返す。
【００７７】
　ステップＳ５０５において命令及び通報先情報を読み取った制御部５０は、読み取った
命令及び情報に基づいて、被制御装置２の起動及び遠隔制御を許可させる命令を、通報先
情報に基づいて管理装置３へ通信部５２から外部通信網ＮＷを介して送信する（Ｓ５０６
）。
【００７８】
　更に、制御部５０は、読み取った命令及び情報に基づいて、対象者識別情報及び異常通
報情報を端末装置６へ通信部５２から外部通信網ＮＷを介して送信する（Ｓ５０７）。
【００７９】
　そして、ステップＳ５０１へ戻り、送信装置１から送信される各種情報の取得待ちの状
態となり、以降の処理を繰り返す。
【００８０】
　管理装置３は、制御部３０の制御により、ステップＳ５０６にて送信装置１から送信さ
れる被制御装置２の起動及び制御許可命令を通信部２２にて受信し（Ｓ６０１）、受信し
た命令に基づいて被制御装置２を起動し、命令待ち状態に制御する（Ｓ６０２）。
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【００８１】
　以上のようにして、記録装置５の異常対応処理、及び送信装置１の異常対応処理に関連
する管理装置３の処理が実行される。
【００８２】
　端末装置６による遠隔制御処理は、第１実施形態と同様であるので、第１実施形態を参
照するものとし、説明を省略する。
【００８３】
　以上、第１実施形態及び第２実施形態を例示して説明したように本願記載の生体情報監
視システムは、検出部１０が検出した対象者の生体情報が予め設定されている判定条件を
充足する場合に、端末装置６を操作する医師等の操作者に対し、対象者が居住する施設等
の屋内に配設された被制御装置２の遠隔制御を許可する。これにより、本願記載の生体情
報監視システムは、対象者に異常が発生した場合、特に対象者が居住又は滞在する屋内に
、操作者が常駐していないときであっても、対象者の異常に対し、迅速に対応することが
可能となる等、優れた効果を奏する。
【００８４】
　しかも、本願記載の生体情報監視システムは、対象者が居住又は滞在する屋内に配置さ
れたカメラ、スマートキー、その他の被制御装置２の遠隔制御が可能となるのは、対象者
に異常が発生している可能性がある場合に限られるため、対象者のプライバシーを保護す
ることが可能である等、優れた効果を奏する。なお、プライバシー保護の観点から、医師
、看護師、介護士、対象者の親族等の操作者毎に異なるセキュリティを設定するようにし
てもよい。例えば、親族が操作する端末装置６からアクセスする場合、認証処理の簡略化
、被制御装置２の制御を許可する条件の緩和等の設定を行うようにしてもよい。また、例
えば、医師が操作する端末装置６からアクセスする場合、認証処理におけるパスワードと
して、都度、送信装置１、記録装置５等の装置からワンタイムパスワードを発行するとい
う設定を行うようにしてもよい。
【００８５】
　本発明は、以上説明した実施形態に限定されるものではなく、他のいろいろな形態で実
施することが可能である。そのため、上述した実施形態はあらゆる点で単なる例示にすぎ
ず、限定的に解釈してはならない。本発明の範囲は請求の範囲によって示すものであって
、明細書本文には、なんら拘束されない。更に、請求の範囲の均等範囲に属する変形や変
更は、全て本発明の範囲内のものである。
【００８６】
　例えば、前記第１実施形態では、送信装置１が判定条件に基づく判定及び被制御装置２
を許可する処理を実行する形態を示し、第２実施形態では、記録装置５が判定及び許可処
理を実行する形態を示したが、本発明はこれに限るものではない。例えば、通信装置４、
管理装置３等の装置が、これらの機能を備えていてもよい。
【００８７】
　また、例えば、前記実施形態では、端末装置６は遠隔地の医師等の操作者が操作する形
態を示したが、本発明はこれに限らず、対象者と同じ屋内に端末装置６が配置されていて
もよい等、様々な形態に展開することが可能である。
【００８８】
　更に、例えば、前記実施形態では、端末装置６が、管理装置３を介して被制御装置２を
制御する形態を示したが、本発明はこれに限らず、端末装置６にて被制御装置２を制御す
る形態であれば、様々なシステム構成に展開することが可能である。
【符号の説明】
【００８９】
　１　　　送信装置
　１０　　検出部
　１１　　制御部
　１２　　記録部
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　１２ａ　送信装置用プログラム
　２　　　被制御装置
　２０　　制御部
　２１　　被制御部（映像取得手段、音声取得手段、映像出力手段、音声出力手段、映像
取得支援手段、音声取得支援手段、環境制御手段、進入許可手段）
　３　　　管理装置
　４　　　通信装置
　５　　　記録装置
　５０　　制御部
　５１　　記録部
　５１ａ　記録装置用プログラム
　６　　　端末装置
　６０　　制御部
　６１　　記録部
　６１ａ　端末装置用プログラム
　６３　　映像取得部
　６４　　音声取得部
　６５　　映像出力部
　６６　　音声出力部
　６７　　通信部
　ＮＷ　　外部通信網

【図１】 【図２】
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